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1.	
 背景	
 
1.1	
 つくば市における自転車交通問題	
 
茨城県警察 1)によると，つくば市における平成 24年度自

転車関連事故件数は、167件で県内 3位となっており，自
転車関連事故が多い（図 1）。また、日頃から筑波大生の危
険な走行を目にしていたこともあり、私たちは自転車交通

問題を取り上げる。 

 
そこで、私たちは自転車交通問題に関してブレインスト

ーミングを行った。その結果 
・	
 日常、逆走やながら運転をよく見かける 
・	
 自動車運転時に逆走・ながら運転が危険だと感じた 
・	
 ルールを守っている人が危険な思いをする 
という意見が挙げられた。また昨年、逆走・ながら運転は、

交通ルールの改正・施行 2),3),4)（表 1）が行われるほど社会
的な問題となっているが、私たちは表１に示される内容を

詳しく把握していなかった。このように、私たちは逆走・

ながら運転に対する危険意識があるのに対して、逆走・な

がら運転に関する情報に乏しく、危険意識に知識が伴わな

い問題が生じていた。これは班員以外の学生全体にも当て

はまると考えられる。この事実に気づいた私たちが、筑波

大学の逆走・ながら運転の問題に取り組むべきだと考え、

逆走・ながら運転に焦点を絞り調査を開始した。 
本実習では、表 1の内容を踏まえて、逆走は自転車が車

道の右側および道路の右側に設けられた路側帯の通行す

ることと定義し、また、ながら運転は音楽を聴きながら・

携帯電話を操作しながら自転車走行することと定義する。 

表	
 1	
 自転車に関する交通ルール改正の概要	
 

施行日	
 2013.12.1	
 2013.7.1	
 

対象	
 道路交通法	
 茨城県道路交通法施行細則	
 

内容	
 	
 	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

罰則	
 3 か月以内の懲役また

は 5万円以下の罰金	
 

5 万円以下の罰金	
 

 
1.2	
 逆走・ながら運転実態調査	
 
	
 大学周辺におけるながら運転・逆走の現状を調査するた

め、交通量が多いと考えられる場所・時間において逆走・

ながら運転の実態調査を行った（表 2）。 
表 2	
 逆走・ながら運転実態調査概要 

対象 大学方面に走行する自転車乗用者 
実施場所 
(図 2に位
置を示す) 

平塚中央交差点 
大学公園南交差点 
天久保 2丁目交差点 
天久保 3丁目ローソン前 

時間帯 7:30-8:40のうち 30分間 
カウント

条件 
逆走：指定区間における車道の右側通行 
ながら運転：イヤホン・ヘッドホン装着状

態による走行及びスマートフ

ォンなどの電子機器を操作し

ながらの走行 
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との禁止 

[件] 

図 1	
 平成 24年度茨城県市町村別自転車関連事故件数
上位 15市町村 

(出典：茨城県警察『交通白書(平成 24年版）自転車が関係した交通事故』) 

図	
 2	
 実態調査の実施場所	
 



図 3は実態調査の結果である。調査対象全体の約 40％が
ながら運転・逆走を行っていると判明し、実際に逆走・な

がら運転が多いことが確認された。また、計測場所ごとに

比較すると、逆走数が大学公園南交差点では 287人中 1人
であるのに対し平塚線中央交差点では 437人中 158人であ
り、場所によって逆走数が大きく異なることが判明した。

よって、私たちは、逆走を誘発する要因として道路構造の

違いが挙げられると考えた。 

 
1.3	
 KJ 法を用いた逆走とながら運転の構造把握	
 

KJ 法を用いて、逆走・ながら運転が引き起こされる要
因を整理した結果、以下の表 3に示す構造があると考察さ
れた。 

表 3	
 逆走・ながら運転が引き起こされる要因	
 

考えられる要因 内容 
心理的問題	
 認識の違い ルールを知らない・危

険と思わない・免許の

取得の有無	
 

モラルの問題 習慣・自分なら大丈
夫・安易な気持ち	
 

環境的問題	
 通学時間 気分転換したい・音楽

聴きたい・楽しみたい	
 

道路の状況 移動が楽・車通りが少

ない・道がでこぼこ	
 

	
 

1.4	
 実習のフロー	
 
逆走・ながら運転の現状を把握するために、事前調査と

してヒアリング調査・実態調査・街頭インタビュー調査を

行う。その調査結果及び KJ 法で得られた問題構造より、
問題意識・目的を明らかにし、仮説を設定する。その後、

仮説の検証・考察を行い、その結果から通学路に安全をも

たらすための施策を提案する。本実習の流れを以下の図 4
のフローチャートに示す。 

	
 

1.5	
 ヒアリング調査	
 
	
 逆走・ながら運転に関して、筑波大学の所見を把握する

ために、学生課へのヒアリング調査を行った（表 4）。ヒ
アリング調査結果より，学校側の対策は指導・環境整備に

おいて行われており、外部からは対策に関して良い評価を

得ていることも確認できた。しかし、近隣住民から筑波大

生の自転車利用に関する多数の苦情が寄せられており、対

策は十分に機能していないことが示唆される｡ 
 

表	
 4	
 ヒアリング調査の概要・結果	
 

ヒアリング調査概要	
 

対象	
 筑波大学学生部学生生活課	
 菊池様	
 

日時	
 5 月 1 日	
 15：30~17：00	
 

結果	
 

1.現在行われている逆走・ながら運転の対策	
 

・フレセミで生活課が行う指導	
 

・食堂のデジタルサイネージを使った注意喚起	
 

・陸上競技場横の自転車通行帯の整備	
 

・歩道の拡張工事	
 

・県警との立哨指導	
 

2.学外からの評価	
 

・自転車交通の対策の取り組みに対して、自転車通学安
全モデル校に指定	
 

3.地域住民からの苦情	
 

・近隣住民から多数の苦情が寄せられている	
 

	
 

1.6	
 街頭インタビュー調査	
 
	
 実態調査により、大学周辺においてながら運転・逆走が

多数いることが確認された。そこで、私たちはそれらの走

行の原因の仮説として、危険意識・交通ルールの認知の有

無を挙げ、自転車通行者に街頭インタビュー調査を行った。 
	
 表 5 にインタビュー調査の概要(走行種類の内訳は表中
の図 5)を示す。 
図 7,8 のグラフは法改正の認知の有無に関する調査結果

である。図 7より、ながら運転をしている人の中にはなが
ら運転が禁止されていることを知らない人がいる。また、

図 8より、逆走が禁止されているのを知りながら逆走して
いる人は多く存在している。 
	
 図 9より、ながら運転をしている人は危険だと思ってい
ない割合が高い。また、図 10より、逆走が危険だと思っ
ていても逆走する人が大半を占めている。 
	
 以上より、逆走している人の大半が逆走の危険や交通ル

ールを認識していたが、ながら運転をしている人はながら

運転の危険や交通ルールを認識している人の割合が逆走

のそれよりも低かった。特に危険の認識に関しては、なが

ら運転をしていた回答者のうち半分以上がながら運転は

危険でないと回答する結果となった。違反をしていなかっ

た大半の自転車通行者は逆走やながら運転の危険性を認

識しているようである。 
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図	
 3	
 観測地点別ながら運転・逆走自転車の通過台数	
 

図	
 4	
 実習のフローチャート	
 



	
 逆走をしていた理由として多かったのが「安全そうだっ

た」と「近道のため」であった。ながら運転をしていた理

由としてあがったのが「音楽を聴きたい」「気分転換」な

どであった。 
表	
 5	
 インタビュー調査の概要	
 

実施日時 5月 7日（水） 
11：30~12：15	
 15：00~16：30 

実施場所 
(図 6に位置
を示す) 

・陸上競技場横のループ 
・平塚線中央交差点前 

対象者 自転車で通行した人	
 24人 
（男 13人・女 11人） 

 
質問内容 ・	
 車道での自転車逆走が禁止されて

いることを知っているか、また、そ
の行為が危険であると考えるか 

・	
 イヤホン・スマホを利用しながらの
自転車運転が法律で禁止されてい
ることを知っているか、また、その
行為が危険であると考えるか 

・	
 (ながら運転・逆走をしていた人に対
して)なぜその行為をしたのか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.	
 問題意識・目的  
大学周辺における逆走・ながら運転の現状を調べるため

に行った実態調査により、逆走・ながら運転をする人が多

数いることが確認された。その原因を探るために実施した

街頭インタビュー調査では危険認知があるにもかかわら

ず逆走・ながら運転をする人がいることが判明した。ゆえ

に、危険認知の有無は逆走・ながら運転を誘発する要因と

はならなかったと考えられる。この原因として、次の(i),(ii)
が考えられる。 
(i) 危険認知の有無を調査したため、危険認識の程度を考
慮できなかった。 

(ii) 危険認識とは異なる要因が存在する。 
逆走・ながら運転をする人としない人の間には差があるの

ではないかということが言える。 
  以上のことから，本調査における、以下 3つのポイント
をあげる。 
・	
 なぜ逆走やながら運転が多いのか 
・	
 なぜ危険と感じながらも逆走やながら運転をしてしま

うのか 
・	
 逆走やながら運転をする人としない人には何らかの違

いがあるのではないか 
これらの問題意識から、自転車利用者が逆送・ながら運

転をしてしまう要因を解明し、私たちの通学路に安全をも

たらすための一助となることを本実習の目的とする。 
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図	
 5	
 対象者の走行種類の内訳	
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図 7	
 ながら運転に関する法改正の認知の有無(N=24)	
 

図	
 8	
 逆走に関する法改正の認知の有無(N=23)	
 

図	
 9	
 ながら運転に対する危険認知の有無(N=23)	
 

図	
 10	
 逆走に対する危険認知の有無(N=22)	
 

図	
 6	
 インタビュー調査の実施場所 



3.	
 仮説  
	
 KJ法で組み立てた構造、事前調査を基に、「危険認識の
違い」、「モラルの問題」、「通学時間」、「道路の状況」から

１つずつ、以下の 4つの逆走・ながら運転の原因を解明す
るための仮説を設定した。 
 
仮説 1：逆走やながら運転をする人としない人には、危

険認識の程度に差がある。 
仮説 2：逆走やながら運転をする人としない人には、モ

ラルに差がある。 
仮説 3：ながら運転をする人としない人には、自転車で

の通学時間に差がある。 
仮説 4：道路の構造が逆走を誘発する。 

 
	
 仮説 1の危険認識の程度に関してだが、街頭質問で尋ね
たような危険認識の有無では回答者がどれほど危険と感

じているかはわからないため程度を尋ねることとした。 
仮説 2のモラルの差とは、規範を守ろうとする意識の違

いのことである。 
仮説 3 は KJ 法によって分かった構造から導いた仮説で

ある。 
	
 仮説 4 は KJ 法および実態調査により導かれた仮説であ
る。 
	
 仮説 1から 4を検証することで、逆走・ながら運転の原
因を解明し、逆走・ながら運転抑制への周知活動・環境整

備の方法を提言していく。 
	
 現在、仮説 1から 3の検証方法として、アンケート調査
を検討している。また、仮説 4の検証方法として、カウン
ターやビデオを用いた現地調査を検討している。 
 
4.	
 今後の方針  
今後行う内容を以下に示す。 

仮説の検証を目的として行うこと 
・現状調査結果を用いたアンケート設計 
・筑波大生へのアンケート調査 
・ビデオ調査 
・現地調査 
逆走・ながら運転の抑制活動の材料とすることを目的とし

て行うこと 
・つくば中央警察署へのヒアリング調査 
・視界の狭さや威力・速度を調べる実験 
以上の内容を踏まえて、逆走・ながら運転を減らすための

施策を提案していく。 
	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

ご協力	
 
筑波大学学生生活課	
 菊池武文様	
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